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閣
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五
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八
号

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

�

人

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
我
が
国
の
家
計
資
産
の
現
状
を
踏
ま
え
た
経
済
財
政
政
策
の
必
要
性
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
我
が
国
の
家
計
資
産
の
現
状
を
踏
ま
え
た
経
済
財
政
政
策
の
必
要
性
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

内
閣
府
の
国
民
経
済
計
算
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
一
年
三
月
末
の
家
計
の
金
融
資
産
は
約
千
四
百
五
兆
円
で
あ
り
、
そ
の

内
訳
は
、
現
金
・
預
金
が
約
七
百
八
十
六
兆
円
、
株
式
以
外
の
証
券
が
約
九
十
一
兆
円
、
株
式
・
出
資
金
が
約
八
十
二
兆
円
、

金
融
派
生
商
品
が
約
〇
・
三
兆
円
、
保
険
・
年
金
準
備
金
が
約
三
百
九
十
七
兆
円
、
そ
の
他
の
金
融
資
産
が
約
四
十
八
兆
円

で
あ
る
。
な
お
、
国
民
経
済
計
算
に
お
い
て
は
、
所
得
階
層
別
の
金
融
資
産
額
は
推
計
し
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

日
本
銀
行
の
日
本
銀
行
統
計
に
よ
る
と
、
国
内
銀
行
の
法
人
向
け
貸
出
金
は
、
平
成
十
八
年
三
月
末
で
約
二
百
七
十
二
・

八
兆
円
、
平
成
十
九
年
三
月
末
で
約
二
百
七
十
八
・
一
兆
円
、
平
成
二
十
年
三
月
末
で
約
二
百
七
十
八
・
三
兆
円
、
平
成
二

十
一
年
三
月
末
で
約
二
百
八
十
七
・
九
兆
円
、
平
成
二
十
二
年
三
月
末
で
約
二
百
七
十
八
・
八
兆
円
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
全
国
銀
行
協
会
の
全
国
銀
行
中
間
財
務
諸
表
分
析
に
よ
る
と
、
我
が
国
の
全
国
銀
行
の
預
貸
率
は
、
平
成
二
十
一

年
九
月
末
で
七
十
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
海
外
に
つ
い
て
は
、
各
国
に
よ
っ
て
預
金
や
貸
出
等
の
定
義
が
異

一



な
り
、
一
概
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
例
え
ば
、
米
国
の
商
業
銀
行
等
の
預
貸
率
は
、
連
邦
預
金
保
険
公
社

（
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
）
が
公
表
し
て
い
る
資
料
に
よ
る
と
、
二
千
九
年
十
二
月
末
で
七
十
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

金
融
機
関
の
収
益
性
に
つ
い
て
は
、
貸
出
に
関
し
て
言
え
ば
、
貸
出
額
の
ほ
か
、
貸
出
金
利
回
り
と
預
金
等
利
回
り
及
び

経
費
率
等
と
の
差
で
あ
る
利
ざ
や
や
、
貸
倒
れ
に
よ
る
損
失
等
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
要
因
に
つ
い
て
一
概
に

申
し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
、
七
及
び
九
に
つ
い
て

公
的
部
門
へ
の
資
金
循
環
が
経
済
成
長
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
民
間
需
要
の
動
向
や
公
的
部
門
に
お
け
る
資
金
の

使
途
等
に
よ
り
異
な
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
申
し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
政
府
と
し
て
は
、
経
済
・
財
政
・
社
会
保
障
を
一
体
的
に
建
て
直
し
、
国
民
が
未
来
に
対
し
希
望
を

持
て
る
社
会
を
築
く
こ
と
に
よ
り
、
家
計
の
金
融
資
産
が
広
く
循
環
す
る
経
済
構
造
を
実
現
し
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
国
債
の
発
行
残
高
の
限
界
点
に
つ
い
て
、
一
概
に
申
し
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
債
務

二



残
高
の
対
国
内
総
生
産
比
が
主
要
先
進
国
中
最
悪
の
水
準
に
あ
る
な
ど
、
我
が
国
の
財
政
は
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
と

認
識
し
て
お
り
、
財
政
健
全
化
に
向
け
た
抜
本
的
な
改
革
に
速
や
か
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

現
在
の
我
が
国
経
済
は
、
物
価
の
動
向
を
総
合
し
て
み
る
と
、
持
続
的
な
物
価
下
落
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
緩
や
か
な

デ
フ
レ
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
末
以
降
の
世
界
金
融
危
機
と
世
界
同
時
不
況
を
受
け

て
、
我
が
国
の
景
気
が
大
幅
に
悪
化
し
た
結
果
、
需
要
が
供
給
を
大
き
く
下
回
る
状
態
が
続
い
た
こ
と
な
ど
に
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
寄
附
税
制
の
見
直
し
や
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
を
支
え
る
小
規
模
金
融
制
度
の
見
直
し
等
、
国
民
が
支
え
る
「
新

し
い
公
共
」
の
構
築
に
向
け
た
環
境
整
備
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


